
飛
脚
便
の
送
達
内
容
は
、
将
軍
や
藩
主
の
逝
去
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
、

幕
府
巡
見
使
の
巡
国
な
ど
、
重
要
な
も
の
の
多
く
は
書
状
と
し
て
早
飛
脚

で
逓
送
さ
れ
て
い
る
。

飛
脚
は
、
書
状
だ
け
で
な
く
、
酒
樽
・
生
鯛
・
塩
鯛
・
干
鯛
・
生
蛸
・

な

ま

こ

煎
海
鼠
・
さ
さ
い
（
栄
螺
）・
粕
漬
の
鮑
・
練
・
蜜
柑
・
山
も
も
・
瓜
・

わ
け
も
の

砂
糖
綰
物
・
�
・
手
拭
・
一
分
判
・
銀
子
一
枚
な
ど
の
音
信
物
や
金
子
、

そ
し
て
荷
物
や
為
替
な
ど
も
逓
送
し
た
の
で
あ
る
。

小

倉

藩

の

飛

脚

鎖
国
下
の
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
四
月
十
五
日
、
唐

ひ
び
き
な
だ

あ
い
の
し
ま

船
八
隻
が
、
響
灘
に
浮
か
ぶ
白
島
と
藍
島
の
間
に
出

は

え

没
し
た
。
翌
十
六
日
、
小
倉
藩
は
藍
島
か
ら
、
萩
藩
は
南
風
泊
か
ら
、
福

岡
藩
は
若
松
か
ら
軍
船
を
出
し
て
唐
船
を
取
り
囲
み
、
鉄
砲
を
打
ち
か

け
、
唐
人
八
人
を
殺
害
し
、
多
く
の
負
傷
者
を
出
し
て
打
ち
払
っ
た
。
三

た
だ
も
と

代
小
倉
藩
主
小
笠
原
忠
基
は
、
直
ち
に
、
長
門
、
筑
前
両
藩
の
打
ち
方
役

人
を
小
倉
会
所
に
集
め
、
唐
船
打
ち
払
い
の
次
第
を
尋
ね
、
そ
れ
を
書
き

つ
け
て
出
す
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
書
き
つ
け
に
よ
っ
て

江
戸
へ
の
注
進
状
を
作
成
し
、
そ
の
日
の
夜
、
飛
脚
で
逓
送
し
た
。
こ
の

よ
う
に
、
鎖
国
下
に
お
け
る
唐
船
打
ち
払
い
の
注
進
状
が
、
小
倉
藩
主
に

よ
っ
て
、
江
戸
へ
飛
脚
で
伝
送
さ
れ
た
。

た
だ
ふ
さ

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
三
月
、
四
代
藩
主
忠
総
は
、
領
内
に
三
種
類

こ
う
さ
つ

の
高
札
を
出
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

定

継

い
と

一
、
公
義
御
飛
脚
並
御
伝
、
夜
中
風
雨
を
嫌
わ
ず
、
且
速
に
差
し
出
す
べ
く
候
。
惣

と
ど
こ
お
り

に
わ
か
に
も

て
往
還
の
人
馬

滞
な
く
こ
れ
を
出
し
、
勿
応
旅
人
に
対
し
毛
頭
非
義
申
し
懸

ま

じ

け
間
敷
き
事
。

一
、
駄
賃
の
儀
、
壱
里
壱
駄
に
付
銀
四
分
宛
、
半
駄
賃
は
三
分
の
事
。

一
、
人
足
賃
は
本
駄
賃
の
半
分
た
る
べ
き
事
。

右
の
通
堅
こ
れ
を
相
守
る
べ
き
者
也
。

宝
暦
二
年
三
月

日

（
小
笠
原
忠
総
）

左

京

藩
主
忠
総
（
左
京
）
は
、「
定
継
」
（
人
馬
継
ぎ
立
て
の
定
め
）
と
し
て
、

次
の
三
か
条
を
発
し
た
の
で
あ
る
。

�

公
儀
飛
脚
（
幕
府
の
公
的
継
飛
脚
）・
公
儀
伝
馬
は
、
夜
中
、
あ
る

い
は
風
雨
に
限
ら
ず
、
迅
速
に
逓
送
す
る
こ
と
。
往
還
の
人
足
や

て
い
た
い

継
ぎ
馬
は
、
停
滞
な
く
出
動
さ
せ
、
旅
人
に
対
し
て
非
礼
の
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
。

�

馬
継
ぎ
立
て
の
駄
賃
は
、
一
里
（
約
四
�
）
に
つ
き
、
馬
一
疋
銀

四
分
、
半
駄
賃
は
三
分
と
す
る
こ
と
。

�

人
足
賃
は
、
本
駄
賃
の
半
分
、
つ
ま
り
銀
二
分
と
す
る
こ
と
。

の
ろ

し

二

烽

火

高
速
通
信
と

し
て
の
烽
火

現
今
の
郵
政
通
信
三
事
業
と
い
え
ば
、
郵
便
・
電
信
・

電
話
で
あ
る
が
、
郵
便
に
あ
た
る
も
の
が
「
飛
脚
」
と

す
れ
ば
、
高
速
通
信
を
使
命
と
す
る
電
信
・
電
話
に
あ
た
る
も
の
は
、
さ

し
ず
め
「
烽
火
」
で
あ
ろ
う
か
。

発
煙
・
発
火
に
よ
る
軍
事
的
緊
急
通
信
手
段
と
し
て
の
烽
火
の
歴
史
は
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ぎ
ょ
く
も
ん
か
ん

ク

チ
ャ

古
く
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
（
絹
の
道
）
の
玉
門
関
や
庫
車
に
設
置
さ
れ
た

ほ
う
だ
い

き
ょ
う

ど

せ
い
あ
ん

烽
台
は
、
北
の
匈
奴
の
侵
入
を
西
安
に
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
李

ほ
う
す
い
だ
い

氏
朝
鮮
時
代
に
朝
鮮
半
島
の
沿
岸
部
や
国
内
に
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
烽
燧
台

と

じ
ょ
う

は
、
北
辺
の
侵
攻
と
海
上
か
ら
の
侵
略
を
都
城
に
伝
達
す
る
も
の
で
あ
っ

し
ょ
う
こ
う

ひ

よ
く
ろ
う

に
ん
ぽ
う

た
。
中
国
の
紹
興
に
は
、
越
の
こ
ろ
の
烽
火
台
「
飛
翼
桜
」
が
あ
り
、
寧
波

わ

こ
う

し
ょ
う
ほ
う
ざ
ん

に
は
、
倭
寇
の
襲
来
を
知
ら
れ
る
烽
火
山
「
招
宝
山
」
が
残
っ
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
も
弥
生
時
代
の
高
地
性
集
落
に
烽
火
の
遺
構
が
残
存

ほ
う
せ
い

し
、
古
代
に
は
国
家
的
な
烽
制
が
確
立
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
、

天
智
天
皇
三
年
（
六
六
四
）、
対
馬
島
・
壱
岐
島
・
筑
紫
国
に
防
（
防
人
）

は
く
す
き
の
え

と
烽
を
置
い
た
と
す
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
年
の
白
村
江
の

敗
北
に
よ
り
、
唐
・
新
羅
の
攻
撃
に
備
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
養
老
令
』
軍
防
令
に
よ
る
と
、
烽
は
四
〇
里
（
二
二
�
）
ご
と
に
置

ほ
う

し

か
れ
、
一
烽
に
烽
子
四
人
が
分
番
勤
務
し
、
烽
長
二
人
が
三
烽
以
下
を

け
ん
ぎ
よ
う

検
校
し
た
。
風
土
記
に
よ
る
と
、
出
雲
国
に
五
か
所
、
豊
後
国
に
五
か

所
、
肥
前
国
に
二
〇
か
所
の
烽
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
烽
は
、
辺

境
か
ら
都
を
守
る
も
の
で
あ
っ
た
。

烽
が
実
際
に
戦
で
使
わ
れ
た
例
と
し
て
は
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）

ひ
ろ
つ
ぐ

の
藤
原
広
嗣
の
乱
で
、
広
嗣
が
国
内
の
兵
を
徴
発
す
る
た
め
に
筑
前
国
遠

賀
郡
家
で
烽
を
あ
げ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
南
北
朝
・
戦
国
時
代
に

は
、
烽
火
が
合
戦
の
合
図
や
敵
の
動
静
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ

た
こ
と
が
記
録
に
み
え
る
。

異
国
船
の
来
襲

と
烽
火
台
設
置

寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）、
天
草
・
島
原
の
乱
を

の
ぶ
つ
な

平
定
し
た
老
中
松
平
信
綱
は
、
長
崎
へ
出
て
、
勝
本

し
し
ゆ
く

町
の
長
崎
代
官
末
次
平
蔵
邸
に
止
宿
、
平
蔵
と
の
閑
談
の
中
で
、
海
防
の

必
要
性
を
痛
感
し
た
。
信
綱
は
、
早
速
長
崎
周
辺
を
視
察
し
、
野
母
半
島

の
尖
端
に
遠
見
番
所
を
新
設
、
野
母
村
の
百
姓
に
異
国
船
の
発
見
と
通
報

を
命
じ
た
。

お
の
や
ま

そ
し
て
同
年
、
信
綱
の
命
令
で
長
崎
鳴
滝
の
斧
山
に
烽
火
台
と
番
所
が

設
け
ら
れ
、
烽
火
を
上
げ
て
異
国
船
の
来
襲
を
江
戸
及
び
近
隣
諸
藩
に
報

知
す
る
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
た
。
斧
山
の
山
頂
に
烽
火
台
が
設
置
さ
れ
て

ほ
う

か

ざ
ん

ち
な

以
来
、
こ
の
山
は
「
放
火
山
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
因
み
に
、

い

の
う
た
だ
た
か

幕
府
天
文
方
伊
能
忠
敬
が
こ
の
地
を
測
量
し
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）

に
完
成
さ
せ
た
「
伊
能
図
大
図
」（
平
戸
市
・
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
）
に

は
、「
放
火
山
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
異
国
船
が
来
襲
し
、
外
国
と
の
緊
張
が
高
ま
る
た
び
に
、
幕

府
は
烽
火
の
整
備
を
繰
り
返
し
た
。

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）、
幕
府
は
、
福
岡
藩
に
異
国
船
来
襲
に
対

す
る
長
崎
警
備
を
命
じ
、
翌
年
に
は
佐
賀
藩
に
も
警
備
を
命
じ
た
。
以

に
し
ど
ま
り

後
、
両
藩
が
隔
年
に
長
崎
警
備
を
勤
め
る
こ
と
に
な
り
、
長
崎
の
西

泊

と

ま
ち

と
大
村
領
内
の
戸
町
に
警
備
の
た
め
の
番
所
が
設
置
さ
れ
た
。

長
崎
の
放
火
山
の
烽
火
台
で
、
最
初
に
、
公
的
に
烽
火
が
上
げ
ら
れ
た

の
は
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
二
隻
が
長
崎
に
来
襲

し
た
と
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
享
保
四
、
五
年
（
一
七
一
九
、
二
〇
）
に
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は
、
佐
賀
領
や
天
草
で
烽
火
台
が
再
整
備
さ
れ
た
。

フ
ェ
ー
ト

ン
号
事
件

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
八
月
十
五
日
、
イ
ギ
リ
ス
軍

だ

ほ

艦
フ
ェ
ー
ト
ン
号
が
、
オ
ラ
ン
ダ
船
拿
捕
を
目
的
に
長

崎
港
に
侵
入
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
、
オ
ラ
ン
ダ
船
は
入
港
し
て
い

ら

ち

な
か
っ
た
た
め
、
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
書
記
二
名
を
本
船
に
拉
致
し

た
。こ

の
年
の
長
崎
警
備
は
、
佐
賀
藩
の
当
番
で
あ
っ
た
。
当
番
に
当
た
っ

た
藩
は
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
警
備
兵
を
長
崎
へ
出
動
さ
せ
る
義
務
が

あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
、
佐
賀
藩
兵
は
八
八
人
し
か
出
動
し
て
い
な
か
っ

た
。
長
崎
奉
行
は
手
兵
を
持
た
ず
、
わ
ず
か
な
警
備
兵
で
は
、
た
か
が
軍

艦
一
隻
と
は
い
え
、
強
力
な
大
砲
三
六
門
を
備
え
た
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
に
対

し
、
な
す
術
も
な
か
っ
た
。

し
ん
す
い

人
質
の
解
放
と
引
き
換
え
に
、
薪
水
・
食
糧
を
奪
取
し
て
退
去
す
る

や
す
ひ
で

フ
ェ
ー
ト
ン
号
を
見
届
け
た
長
崎
奉
行
松
平
康
英
は
、
そ
の
責
任
を
感
じ

て
自
刃
し
た
。
そ
れ
は
、
盆
明
け
の
八
月
十
七
日
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
十
一
月
九
日
に
は
、
長
崎
警
備
の
怠
慢
を
理
由
に
、
佐
賀
藩
主

な
り
な
お

ひ
つ
そ
く

鍋
島
斉
直
は
逼
塞
処
分
、
家
臣
七
人
が
自
害
し
た
。

烽
火
御
用

こ
の
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
を
契
機
に
、
烽
火
に
よ
る
緊

急
連
絡
の
重
要
性
が
再
考
さ
れ
、
烽
火
台
が
肥
前
・
肥

後
・
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
・
豊
後
国
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て

「
烽
火
御
用
」（
長
崎
異
変
を
烽
火
で
肥
前
国
な
ど
六
か
国
へ
報
知
す
る
こ

と
）
と
「
長
崎
非
常
御
手
当
」（
各
藩
の
緊
急
長
崎
警
備
動
員
）
が
復
活
し

た
。長

崎
異
変
（
異
国
船
の
来
襲
）
を
知
ら
せ
る
烽
火
が
、
長
崎
鳴
滝
の
放

こ
と

お

に
し
そ
の
ぎ

火
山
で
打
ち
上
げ
ら
れ
る
と
、
琴
ノ
尾
岳
（
長
崎
県
西
彼
杵
郡
多
良
見

く
ち

の

つ

き
た
た
か

き

町
）・
烽
火
山
（
同
南
高
来
郡
口
之
津
町
）・
多
良
岳
（
実
際
は
北
高
来
郡
高

来
町
の
烽
火
山
）
で
中
継
さ
れ
、
次
々
と
肥
前
・
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
国

い

し
ゅ

の
各
藩
に
移
取
さ
れ
て
い
っ
た
。

か
ざ
は
や

ふ
じ

つ

た

ら

こ
の
う
ち
、
多
良
岳
ル
ー
ト
の
烽
火
は
、
風
配
（
佐
賀
県
藤
津
郡
太
良

つ
つ

な

さ
ん

お

ぎ

う
し

づ

さ

る

し

町
）・
筒
名
山
（
同
小
城
郡
牛
津
町
、
長
崎
街
道
に
沿
っ
た
佐
留
志
御
番
所
・

つ
つ

お

ひ

ぐ
ま

堤
雄
神
社
付
近
）
を
経
て
佐
賀
城
内
に
伝
え
ら
れ
、
更
に
日
隈
山
（
同
神

あ
ま
や
ま

埼
郡
神
埼
町
）
・
朝
日
山
（
鳥
栖
市
）
に
移
取
さ
れ
、
福
岡
藩
領
の
天
山
（
筑

し

お
う

じ

や
ま

紫
野
市
）・
四
王
寺
山
（
大
野
城
市
）・
シ
ョ
ウ
ケ
越
（
糟
屋
郡
須
恵
町
）・

む
つ

が

た
け

龍
王
山
（
嘉
穂
郡
筑
穂
町
）・
六
ケ
岳
（
直
方
市
・
鞍
手
町
・
宮
田
町
）・
石

ほ
う

峰
山
（
北
九
州
市
若
松
区
）
に
伝
達
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
福
岡
藩
の
六
烽
は
、

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
十
月
に
整
備
さ
れ
た
。

福
岡
藩
で
は
、
長
崎
の
放
火
山
か
ら
の
烽
火
情
報
を
四
王
寺
山
で
受

お
と
が
な
や
ま

け
、
御
笠
郡
乙
金
山
（
大
野
城
市
）
で
中
継
し
て
那
珂
郡
薬
院
村
の
丸
尾

烽
火
台
に
伝
え
、
福
岡
城
へ
伝
達
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
石
峰
山
か
ら
足
立
山
（
北
九
州
市
小
倉
北
区
・
南
区
）
へ

伝
え
ら
れ
た
烽
火
情
報
は
、
小
倉
城
へ
伝
達
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
足
立
山

の
ぞ
き
や
ま

で
上
げ
ら
れ
た
烽
火
は
、
苅
田
を
越
え
て
覗
山
（
行
橋
市
）
へ
移
取
さ

す

だ

お

ぐ
ま

な
が
み
ね

お

れ
、
角
田
（
豊
前
市
）・
雄
熊
山
（
築
上
郡
新
吉
富
村
）
か
ら
長
峰
尾
（
大

お
お
ぞ
う
さ
ん

分
県
中
津
市
）
へ
伝
え
ら
れ
、
中
津
城
へ
伝
達
さ
れ
た
。
更
に
、
大
蔵
山
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い
ん
な
い

（
宇
佐
市
・
院
内
町
）
へ
と
移
取
さ
れ
た
。

長
崎
非
常

御

手

当

鎖
国
下
、
異
国
船
（
黒
船
）
の
来
襲
を
知
ら
せ
る
烽
火

が
長
崎
鳴
滝
の
放
火
山
か
ら
各
地
の
烽
火
受
信
・
発
煙

の
山
に
移
取
さ
れ
る
と
、
そ
の
烽
火
を
合
図
に
、
肥
前
・
肥
後
・
筑
前
・

ぐ
ん
や
く

筑
後
・
豊
前
・
豊
後
国
の
各
大
名
は
、
軍
役
（
将
軍
が
大
名
・
旗
本
に
対

し
て
石
高
を
基
準
に
課
し
た
軍
事
上
の
負
担
）
と
し
て
藩
兵
ら
を
長
崎
へ
警

備
の
た
め
に
緊
急
出
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
「
長
崎

非
常
御
手
当
」
あ
る
い
は
「
長
崎
御
手
当
」
と
い
っ
た
。

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
以
来
、
長
崎
警
備
は
、
福
岡
と
佐
賀
の
両

藩
が
隔
年
に
勤
め
、
一
〇
〇
〇
人
の
警
備
兵
が
出
動
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
が
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
八
月
十
五
日
の
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件

を
契
機
に
、
肥
前
国
を
は
じ
め
六
か
国
の
大
名
が
軍
役
と
し
て
藩
兵
を
長

崎
へ
緊
急
出
動
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

筑
後
国
立
花
柳
川
藩
（
約
一
一
万
石
）
で
は
、
士
分
一
〇
一
四
人
、
船

か
じ
と
り

う
ら

か

こ

頭
・
揖
取
・
浦
水
主
ど
も
三
二
五
人
、
合
計
一
三
三
九
人
の
出
動
体
制
が

取
ら
れ
た
。
長
崎
放
火
山
の
烽
火
が
多
良
岳
（
烽
火
山
）
で
受
信
さ
れ
、

お

ま
き
や
ま

多
良
岳
で
上
げ
ら
れ
た
烽
火
を
御
牧
山
（
福
岡
県
山
門
郡
山
川
町
）
で

キ
ャ
ッ
チ
す
る
と
、
柳
川
藩
は
、
即
刻
、
四
五
六
人
の
先
手
隊
を
七
隻
の

船
団
に
分
乗
さ
せ
、
有
明
海
を
一
日
で
諫
早
港
に
入
港
、
陸
路
一
日
で
長

崎
へ
着
陣
さ
せ
た
。

二
番
手
隊
八
八
三
人
は
、
一
三
隻
の
船
団
で
こ
れ
に
続
い
た
。
そ
し

て
、
二
百
目
筒
二
挺
・
百
目
筒
一
〇
挺
・
鉄
砲
一
三
二
挺
・
火
縄
七
二
〇

た
か
ち
ょ
う
ち
ん

と
ま

曲
・
幕
二
〇
対
・
高
挑
灯
五
〇
・
大
竹
五
〇
〇
本
・
苫
二
〇
〇
〇
枚
・

む
し
ろ

ろ
う
そ
く

筵

一
〇
〇
〇
枚
・
蝋
燭
二
〇
〇
〇
挺
・
細
引
一
五
〇
筋
・
柿
渋
紙
一
〇

〇
枚
・
米
二
三
三
石
一
斗
二
升
五
合
・
銀
貨
四
貫
五
三
七
匁
五
分
・
銭
貨

六
貫
文
な
ど
の
武
器
・
弾
薬
・
食
糧
・
軍
資
金
・
備
品
を
携
行
し
た

（「
舊
柳
川
藩
誌
」
第
八
編
「
軍
役
帳

全
」
所
収
の
「
長
崎
軍
役
帳
」、
柳

川
古
文
書
館
所
蔵
）。

柳
川
藩
だ
け
で
こ
れ
ほ
ど
の
陣
立
て
で
あ
る
の
で
、
長
崎
へ
の
非
常
御

手
当
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。

小
倉
藩
の
長
崎

非
常
御
手
当

こ
う

げ

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
二
月
に
、
小
倉
領
上
毛
郡

み

け

か
ど

三
毛
門
手
永
大
庄
屋
三
毛
門
一
九
郎
が
記
録
し
た
も

の
に
、「
長
崎
異
変
の
節
御
手
當
一
件
」（
豊
津
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
所

蔵
）
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
長
崎
へ
異
国
船
が
来
襲
し
た
こ
と

を
、
長
崎
か
ら
の
烽
火
に
よ
っ
て
小
倉
藩
に
伝
達
さ
れ
た
と
き
、
藩
は
こ

れ
に
ど
う
対
応
す
る
か
、
と
い
う
対
応
策
を
書
き
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

長
崎
警
備
の
た
め
に
必
要
な
緊
急
動
員
の
人
馬
の
数
、
各
郡
ご
と
の
割
当

て
動
員
数
、
集
合
場
所
、
派
遣
の
準
備
と
心
得
な
ど
が
詳
細
に
示
さ
れ
て

い
る
。

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
と
い
う
時
期
は
、
内
憂
外
患
、
列
強
の
外
圧

こ
と

で
、
国
内
が
動
揺
し
て
い
る
時
で
あ
り
、
殊
に
、
一
八
四
〇
〜
四
二
年
の

ア
ヘ
ン
戦
争
で
、
中
国
が
イ
ギ
リ
ス
に
敗
北
し
、
上
海
な
ど
五
港
を
開

か
つ
じ
ょ
う

き
、
香
港
（
ホ
ン
コ
ン
）
を
割
譲
し
た
直
後
の
国
際
情
勢
で
あ
っ
た
た
め
、

長
崎
異
変
に
対
す
る
緊
迫
感
が
史
料
の
内
容
に
も
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
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ち

づ
か

小
笠
原
小
倉
藩
並
び
に
小
倉
新
田
藩
（
千
束
藩
）
で
は
、
藩
兵
以
外
に
、

領
民
に
も
長
崎
へ
の
緊
急
動
員
令
が
出
さ
れ
た
。

覚

一
、
人
足
五
百
人

一
、
馬
弐
百
八
拾
疋

内

一
、
人
足
九
拾
五
人

企

救

郡

一
、
馬
六
拾
壱
疋

但
、
乗
馬
相
成
候
に
付
、
裸
背
馬
に
て
差
し
出
し
申
す
べ
く
候
。

そ
ろ
い
し
ょ

お

ほ
り
ば
た

尤
揃
所
は
二
ツ
門
脇
御
堀
端
に
候
事
。

一
、
人
足
百
弐
拾
九
人

田

川

郡

一
、
馬
七
拾
疋

〆一
、
人
足
七
拾
三
人

京

都

郡

一
、
馬
三
拾
九
疋

〆

し
の
ざ
き

右
三
郡
は
篠
崎
馬
場
、
そ
の
郡
の
建
札
の
場
所
え
相
揃
い
申
す
べ
き
事
。

一
、
人
足
八
拾
五
人

仲

津

郡

一
、
馬
四
拾
六
疋

一
、
人
足
五
拾
四
人

築

城

郡

一
、
馬
三
拾
疋

一
、
人
足
四
拾
人

上

毛

郡

一
、
馬
弐
拾
壱
疋

一
、
人
足
弐
拾
四
人

御

屋

鋪

一
、
馬
拾
三
疋

御
領
分

〆

せ
い
だ
ま
り

た
て
ふ
だ

右
は
豊
後
橋
・
勢
溜
、
そ
の
郡
の
建
札
の
所
え
相
揃
い
申
す
べ
き
事
。
右
人
馬
先
づ

右
場
所
え
相
揃
い
居
り
、
差
図
次
第
大
手
前
に
繰
り
込
み
、
相
札
を
以
て
御
武
具
方
・

お
ん
ま
か
な
い
が
た

ま
か

御
鉄
砲
方
・

御
賄
方

并
び
に
御
人
数
え
引
き
渡
し
候
に
付
、
そ
の
心
得
罷
り
在
る

べ
き
事
。

長
崎
警
備
緊
急
動
員
の
人
馬
数
と
集
合
場
所
を
表
５
―
３４
と
し
て
ま
と

め
て
お
こ
う
。

き

く

み
や
こ

な
か

つ

つ
い

き

こ
う

げ

企
救
・
田
川
・
京
都
・
仲
津
・
築
城
・
上
毛
の
六
郡
と
御
屋
鋪
御
領
分

（
小
倉
新
田
藩
）
を
合
わ
せ
て
、
人
足
五
〇
〇
人
、
馬
二
八
〇
疋
が
動
員

さ
れ
、
小
倉
城
下
の
篠
崎
馬
場
や
豊
後
橋
勢
溜
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
名
を

掲
げ
た
建
札
場
に
集
合
さ
せ
ら
れ
た
。

全
員
が
集
合
し
た
ら
、
大
手
前
に
繰
り
込
み
、
武
具
方
・
鉄
砲
方
・

ま
か
な
い
が
た

賄
方
・
人
数
へ
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
長
崎
派
遣
の
準
備
と
心
得
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
史
料
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。

一
、
馬
の
口
付
は
壱
人
に
限
り
候
事
。

但
、
銘
々
草
伐
鎌
・
か
ま
ぎ
・
馬
繋
�
持
参
候
事
。

ま
か

一
、
人
足
食
事
、
馬
飼
料
当
日
限
用
意
致
し
、
罷
り
出
る
べ
く
候
。

翌
日
よ
り
は
御
賄
下
さ
れ
候
事
。
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一
、
人
足
は
二
十
歳
よ
り
五
十
歳
ま

で
の
者
罷
り
出
申
す
べ
く
候
。

く
つ

ぞ
う
り

一
、
沓
・
草
鞋
は
当
日
限
り
用
意
致

す
べ
く
候
。
御
人
数
操
出
に
相

成
候
得
ば
小
的
御
門
外
に
て
御

な
ら

役
所
并
び
に
御
人
数
よ
り
相
渡

候
事
。

一
、
雨
具
・
弁
当
類
持
人
は
右
人
数

の
内
よ
り
手
明
き
こ
れ
あ
り
候

積
り
に
付
、
そ
の
者
共
持
参
、

又
は
舁
荷
等
の
者
小
附
に
い
た

し
申
す
べ
く
候
。
こ
れ
に
依
り

別
段
人
足
差
し
出
し
候
に
及
び

申
さ
ざ
る
事
。

但
、
銘
々
着
替
等
成
る
丈
省
略
い
た
し
罷
り
出
申
す
べ
き
事
。

一
、
長
崎
え
異
変
の
義
こ
れ
あ
る
旨
承
り
候
は
ゞ
、
人
馬
用
意
罷
り
あ
る
べ
き
事
。

一
、
人
馬
小
倉
え
呼
び
出
し
の
時
は
宿
継
ぎ
早
走
り
を
以
て
申
し
遣
す
べ
く
候
付
、

だ

即
刻
手
当
昼
夜
に
限
ら
ず
差
し
出
す
べ
く
候
。
尤
一
郡
丈
け
の
人
馬
揃
い
申
さ

ず
共
、
一
と
手
永
限
り
相
揃
い
候
は
ゞ
、
大
庄
屋
・
子
供
役
の
内
、
一
人
差
し

ほ
う
が
し
ら

添
え
、
一
村
に
は
庄
屋
・
方
頭
の
内
差
し
添
え
、
罷
り
出
申
す
べ
き
事
。

但
、
郡
幟
壱
本
、
手
永
幟
壱
本
宛
相
立
て
、
罷
り
出
申
す
べ
し
。
夜
中
は
手

と
も

永
�
燈
、
村
�
燈
燈
し
候
事
。

す
べ

一
、
右
人
馬
は
都
て
長
崎
迄
通
し
に
候
事
。

一
、
六
郡
の
内
に
て
子
供
役
三
人
、
小
庄
屋
六
人
途
中
山
駕
宰
領
人
馬
世
話
方
と
し

て
長
崎
え
罷
り
越
し
、
六
郡
操
り
合
せ
、
人
当
相
定
め
、
名
前
書
き
付
け
、
差

は
か
ら

し
出
し
候
様
差
し
計
い
候
事
。

ひ
ね
り

は
っ
ぴ

但
、
支
度
は
股
引
捻
か
ら
げ
に
候
事
。
尤
御
紋
付
・
法
被
・
金
笠
小
倉
出
立

の
節
、
郡
方
組
小
頭
松
の
丸
に
て
受
け
取
り
候
上
、
相
渡
し
候
筈
に
候
。
尤

右
小
頭
組
共
四
人
程
、
是
又
人
馬
惣
世
話
と
し
て
長
崎
え
指
越
候
に
付
、
申

し
合
せ
、
差
支
え
な
き
様
取
り
計
り
申
す
べ
く
候
。

ご
う
づ
つ

一
、
郷
筒
共
左
の
通
手
當
人
馬
寄
こ
れ
あ
る
段
承
り
候
は
ゞ
、
即
刻
小
倉
に
罷
り
出

候
様
取
り
計
り
候
事
。

一
、
郷
筒
拾
人内

一
、
弐
人

企
救
郡

一
、
三
人

田
川
郡

一
、
壱
人

京
都
郡

一
、
弐
人

仲
津
郡

一
、
壱
人

築
城
郡

一
、
壱
人

上
毛
郡

右
の
通
り
郡
中
役
々
は
勿
論
、
惣
人
別
共
に
相
心
得
べ
き
事

巳
正
月

表５―３４ 長崎警備緊急動員の人馬数と集合場所

集合場所

二ツ門脇堀端
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�




篠崎馬場
その郡の建札場

豊後橋勢溜

�




�






その郡の建札場

馬（疋）

６１

７０

３９

４６

３０

２１

１３

２８０

人足（人）

９５

１２９

７３

８５

５４

４０

２４

５００

郡 名

企 救

田 川

京 都

仲 津

築 城

上 毛

御屋鋪御領分

藩 全 体
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